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２ 地方港湾 宮津港、久美浜港、伏見港における事業                      

 ■ 地域産業や観光の振興拠点となる宮津港や久美浜港において、 

港湾施設の老朽化対策を推進するとともに、天橋立の侵食 

対策等を進めます。 
 

■ 伏見港において、「みなとオアシス」の登録を契機に京都市 

と連携し、「みなと」を核としたまちづくりを推進するため 

地域ニーズに対応した伏見港の整備に取り組んでいます。 
令和６年度は、園路の再整備や橋梁のユニバーサルデザイン 

化を進めます。 

 

 
 

  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

３ 港湾施設の管理 

■ インフラ長寿命化計画に基づき、港湾施設を適切に維持管理するとともに、放置艇ゼロを目標と
した地域推進計画のもと、プレジャーボートの適正な管理に努めます。また、港湾における危機

管理対策を推進します。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

久美浜港 宮津港 

伏見港（十石舟） 

伏見港の園路再整備 伏見みなと公園広場（イメージ） 
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４４  都都市市計計画画 

基本方針  

 
 
 
 
 
＜都市計画＞ 

地域のまちづくりの主体である市町村と、広域的な課題の調整を担う京都府が連携・協働し、地域
特性を生かした取組を踏まえた、適切な土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業の推進等によ
り、魅力と活力にあふれる、脱炭素で地球環境と調和した持続可能な都市づくりを進めます。 
京都府では、13の都市計画区域を指定して区域毎に「整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マ

スタープラン）」を決定し、区域の将来像や線引きの有無、土地利用、施設の整備方針等を定め、無

秩序な市街化を防止するとともに、計画的な市街化を促進していきます。 
 

 
＜景観＞ 

先人が守り育ててきた貴重な資産である良好な景観を将来に引き継ぐとともに、潤いのあ
る生活環境を創造し、個性的で活力ある地域社会を実現するため、「京都府景観条例」に基づき良
好な景観形成に関する施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条条例例ののねねららいいとと構構成成  

 
府府のの景景観観施施策策にに取取りり組組むむ基基本本姿姿勢勢をを明明示示  ……  基基本本条条例例ととししてて  

⇒基本理念、責務規定 

法法をを補補完完すするる府府独独自自施施策策をを規規定定          ……  独独自自条条例例ととししてて  

⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

景景観観法法ににおおけけるる条条例例委委任任規規定定等等のの整整備備    ……  委委任任条条例例ととししてて  

⇒景観計画の策定手続及び届出行為、京都府景観審議会の設置 等 

○○景景観観形形成成のの土土台台づづくくりり・・人人づづくくりり  
 
 
  
○○良良好好なな景景観観形形成成にに繋繋ががるる仕仕組組みみづづくくりり  
 
 
 
○○景景観観法法等等をを活活用用ししたた景景観観形形成成のの推推進進  

・景観形成基本方針、公共事業景観形成指針の策定 

・景観への理解を深めるための普及啓発 

・景観資産登録制度、景観府民協定制度の創設 

・文化的景観形成の推進 

・景観計画策定方針（天橋立周辺、学研地区などの広域景観等） 

京京都都府府景景観観条条例例  

［［構構  成成］］  

 
・景景観観法法（実効性ある規制誘導）とと条条例例（ソフト施策）をを両両輪輪とした景観行政の推進 
・市市町町村村ととのの連連携携・・協協働働の下、府府民民ぐぐるるみみで良好な景観形成を推進 

［［ねねららいい］］  

都都市市計計画画区区域域のの整整備備、、開開発発及及びび保保全全のの方方針針
（（都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン））

都都市市計計画画のの目目標標

区区域域区区分分のの有有無無及及びびそそのの方方針針

主主なな都都市市計計画画のの決決定定方方針針
土地利用、都市施設、市街地開発事業等

環境にやさしく暮らしやすい都市づくりの推進

都市づくり主
体との連携、

協働

○市町村、事業者、
府民、NPOとの連携

協働

「明日の京都」

社会経済情勢
の変化

○人口減少、少子高
齢化、環境の制約等

安 心 で 安 全 な 都 市

コンパクトで効率的な都市

環境と共生する都市 等

個性ある自立した都市

土地利用規制、都市計画事業の実施等

美しい景観のある都市

賑わいと活力のある都市

京都府総合計画～あたたかい京都づくり～ 

‒ 28 ‒

Ⅴ　事業の概要−１　成長・交流・暮らしの基盤づくり Ⅴ　事業の概要−１　成長・交流・暮らしの基盤づくり



Ⅴ事業の概要－１ 成長・交流・暮らしの基盤づくり  
 

- 29 - 
 

現状と課題  
 
 
 
１－１ 京都府、市町村における都市計画 

  都市計画区域毎に定める「整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」に基づき、

南部の５都市計画区域、北部の２都市計画区域において区域区分を決定し、無秩序な市街化を防止

するとともに、計画的な市街化を促進しています。 

  一方、都市計画区域内の22市町のうち21市町では、「市町村の都市計画に関する基本的な方針（市

町村都市計画マスタープラン）」を策定されており、それぞれの市町村が、住民の意見を反映しつ

つ、地区別の市街地像や整備方針等を定めています。 

  人口減少・少子高齢化社会を迎える中、魅力と活力にあふれる、新しい時代の京都府を築き上げる

ため、災害に強く、誰もが暮らしやすい、持続可能な都市づくりを実現する必要があります。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 様々な市街地整備事業 

   京都府内（京都市を除く）では、亀岡駅北地区など120地区、面積3,024haで土地区画整理事業を、

JR向日町駅周辺地区など２地区で市街地再開発事業を、久御山町まちのにわ地区など43地区で都市

再生整備計画関連事業を実施されているところです。 
人口減少等の社会状況を踏まえ、都市を持続可能な構造へと再編するため、今後も市街地整備事

業が求められています。 
 

２ 景観形成の推進 

  京都府では平成19年４月に「京都府景観条例」を制定し、市町村の施策を補完・支援するため、各

地の良好な景観と、それを支える地域の活動を合わせて登録する「京都府景観資産(現在26件登録)」

の取組を進めるとともに、専門家が地域の景観まちづくり活動を応援する「景観アドバイザー派遣」

を実施しています。 

また、天橋立周辺地域及び関西文化学術研究都市において、景観法に基づく「景観計画」を策定

し、市町村と協力して広域的かつ良好な景観形成を進めています。 

今後も、建築や開発に合わせて、地域の特性に応じた景観の保全・創出が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 ■京都府の都市計画区域の指定状況  ■都市計画区域、市街化区域等人口・面積比較 

都市計画現況調査（R4.3.31 現在）から 
 

都市計画区域外は京都府推計人口 

調査（R4.4.1現在）から推計 
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令和６年度主要事業の概要  
 
１ 適切な土地利用の誘導 

 ■ 地域を最も良く知る市町村が行う、人口減少社会を見据えた「地域のまちづくり」の取組を支援

するとともに、必要な都市計画の見直しを進めます。 

 

   ・府南部地域における都市計画の見直しを進めます。 

・Ｉターン、Ｕターンを促進し、既存集落の活力維持に資するため、地域の実情や特性に応じた市

町村のまちづくりを支援します。 

 

２ まちづくり事業の推進 

（１）主要駅周辺等における市街地開発事業（土地区画整理事業、市街地再開発事業）の推進 

■ 鉄道駅周辺の拠点整備を進めるため、田辺北地区（京田辺市）の土地区画整理事業や、ＪＲ向日

町駅周辺地区（向日市）の市街地再開発事業を支援するとともに、その他事業中、準備・計画中

の地区の事業を推進します。 

 

（２）都市再生整備計画による市町村のまちづくりの推進 

■ 市町村が定める「立地適正化計画」に基づくコンパクトな都市構造への再編や、地域の歴史・文

化・自然環境等の地域特徴を活かした個性あふれるまちづくりを進めるため、７市１町10地区

において公共・公益施設の整備や地域住民のまちづくり活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 景観を活かしたまちづくり 

（１）京都府景観条例に基づく施策の推進 

景観資産登録制度【条例第12条関係】 

■ 登録地区の魅力を積極的に発信し、景観アドバイザ 

ー制度を活用するなど、地域の景観に関する取り組 

みを支援します。 

 

公共事業景観形成指針【条例第７条関係】 

■ 公共事業景観形成指針に基づく、地域の景観に配慮 

した公共施設整備を推進します。 

 

京都府景観審議会での検討【条例第 26 条関係】 

■ 客観的かつ専門的な立場からの審議や助言を得るために設置した景観審議会において、景観 

形成の推進に関する重要事項を検討します。 
 

（２）市町村の景観施策との連携 

■ 景観行政団体への移行を促進するため、市町村による景観施策を積極的に支援します。 
 

（３）屋外広告物行政の推進 

■ 登録制度により屋外広告業者を的確に把握し、より実効的な屋外広告物行政を推進します。 

■ 屋外広告物の許可制度により、良好な景観の形成や風致の維持等を図ります。 

（市町村に、許可等の権限を一部移譲しています。） 

■ 屋外広告物の落下防止などの安全確保について、市町村、広告業者とも協力して対策を検討、

推進します。 

綾部中心市街地地区都市構造再編集中事業（施行中） 

（綾部市 駅北複合施設（子育て交流センター等）） 

京都府景観資産 

（和束町 宇治茶の郷 和束の茶畑） 

八木駅西地区土地区画整理事業（施行中） 

（南丹市〔組合施行〕） 
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